
このような状況があるなか、四万十市では、これまで道路管理者において車止めポストやカラー舗装などの設置を
行い、県警察においてゾーン３０指定による面的低速度規制などの交通安全対策をそれぞれ進めてきたところです。

これまでの取り組み

歩車道の区分化 カラー舗装ゾーン30指定


